
令和８年４月１日現在

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

法第60条第２項第２号

有 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

備 　考

（名 称）大阪広域水道企業団水道事業部岸和田水道センター

（所在地）〒596-0074　大阪府岸和田市本町６－１

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

（所在地）〒540-0012　大阪市中央区谷町２丁目３番12号マルイト谷町ビル

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファイル

－

－

－

－

給水契約者（かつて給水契約者だったものを含む）

本人または親族等から、窓口・電話・ファックス・電子メールにより収集

含む

他の官公庁（下水道使用料徴収事務を受託した市町村に限る。）

（名 称）大阪広域水道企業団危機管理課

－

非該当

使用者番号、使用者氏名、電話番号、水栓番号、利用区分、水栓所在地、上下水区分、
使用開始・中止日、用途区分、検針日、検針区分、検針地区、検針員、親子区分、最大
連共者数、名寄せ情報、請求区分、請求先住所、請求先氏名、金融機関名、口座名義
人、口座振替開始年月、調定年月、調定区分、使用水量、水道料金、下水道使用料、収
入区分、請求状態、請求日、納期限、振替結果、収入日、収入額、未収額、指示数、認
定水量、認定金額、時効予定日、時効成立日、給水停止関係情報、過誤納金充当・還付
情報、調定更正日、更正理由、更正水量、更正金額、更正差額、メーター口径、メー
ター番号、メーター位置、止水方法、検満年月、取付日、施工業者、取替・取外時指
針、取替水量、受水槽有無、竣工日、竣工業者、撤去日、下水接続情報、配水区分、交
渉記録

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

上下水道料金システムファイル

大阪広域水道企業団

水道事業部岸和田水道センター

上下水道の使用開始・中止、水道の用途や使用量、水道料金・下水道使用料の賦課、徴
収、水道メーター取替等の状況管理、各種帳票出力や統計資料の作成など営業業務に利
用するため



令和８年４月１日現在

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

法第60条第２項第２号

有 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

備 　考 －

－

－

非該当

－

－

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファイル

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

（名 称）大阪広域水道企業団危機管理課

（所在地）〒540-0012　大阪市中央区谷町２丁目３番12号マルイト谷町ビル

（名 称）大阪広域水道企業団水道事業部岸和田水道センター

（所在地）〒596-0074　大阪府岸和田市本町６－１

給水契約者（かつて給水契約者だったものを含む）

本人または親族等から、窓口・電話・ファックス・電子メールにより収集

含まない

水道事業部岸和田水道センター

上下水道に関する個別の諸手続きの事実記録及びその保管を目的として利用する。

使用者番号、水栓番号、用途、上下水区分、開閉栓情報、検針情報、メーター情
報、使用者氏名、水栓所在地、電話番号、請求先、口座情報、精算方法、調定情
報、未収情報、使用者との交渉内容、申出者氏名

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

データ管理表

大阪広域水道企業団



令和８年４月１日現在

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

法第60条第２項第２号

有 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

備 　考 －

－

－

非該当

－

－

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファイル

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

（名 称）大阪広域水道企業団危機管理課

（所在地）〒540-0012　大阪市中央区谷町２丁目３番12号マルイト谷町ビル

（名 称）大阪広域水道企業団水道事業部岸和田水道センター

（所在地）〒596-0074　大阪府岸和田市本町６－１

給水装置の破損等を理由とした水道使用量の修正を求める者

使用者又は使用者代理人からの書面での申請による収集

含まない

水道事業部岸和田水道センター

上下水道の使用開始・中止、水道の用途や使用量、水道料金・下水道使用料の賦課、
徴収、水道メーター取替等の状況管理、各種帳票出力や統計資料の作成など営業業務
に利用するため

使用者番号、氏名、電話番号、水栓所在地、直近の水道使用量・水道料金及び下水
道使用料

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

漏水減免申請書綴

大阪広域水道企業団



令和８年４月１日現在

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

法第60条第２項第２号

有 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

備 　考 －

－

－

非該当

－

－

－

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファイル

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

（名 称）大阪広域水道企業団危機管理課

（所在地）〒540-0012　大阪市中央区谷町２丁目３番12号マルイト谷町ビル

（名 称）大阪広域水道企業団水道事業部岸和田水道センター

（所在地）〒596-0074　大阪府岸和田市本町６－１

給水装置工事を申請する者

本人による給水申し込み

含まない

水道事業部岸和田水道センター

上下水道の使用開始・中止、水道の用途や使用量、水道料金・下水道使用料の賦課、
徴収、水道メーター取替等の状況管理、各種帳票出力や統計資料の作成など営業業務
に利用するため

氏名、住所、電話番号

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

新水道マッピングシステム

大阪広域水道企業団


